
第六次総合計画 基本計画の枠組みについて

１．現行の五次総 後期基本計画の記載内容【例：施策４－①農林業振興分野】

◆課題①（事務局所感）

• 文章による記載が中心で要点を把握しづらい。（特に「２ 主要事業ごとの取組の方針」）

• 「２ 主要事業ごとの取組の方針」について、主要事業を分野単位で区分しているため、
事業によってボリューム感に差がある。

• 各部門において個別計画の更新や新規策定が進んでいる状況。多くの分野が個別計画に
よってカバーされていることを鑑み、事業の具体的内容は個別計画を尊重し、基本計画で
は概念的な記載を中心としてよいのでは？

◆課題② ・「４ 分野共通して取り組む内容」の
取扱いをどのようにするか？ 1

資料２



※ 課題①関連 参考：天童市総合計画

分野単位でなく、取り組み単位で施策を表している。
⇒ ここを読んでいくだけでも概要が伝わる。
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※ 課題①関連 参考：尾花沢市総合計画
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分野単位でなく、取り組み単位で施策を表している。
⇒ ここを読んでいくだけでも概要が伝わる。



将来像

基本目標

個別施策

主要事業

事務事業

１本

８本

25本

45本

約400本

将来像

基本目標

分野

主要施策

事務事業

１本

５本

25本

約70本

約400本

分野単位で区分する「主要事業」から
取り組み単位の「主要施策」に変更し、
45本→約70本に細分化

「主要施策」と混同しないよう
「分野」に名称変更

ボリューム感を合わせて８本→５本にまとめる
（※資料２「基本構想(素案)」参照）

変更点

第五次総合計画 後期基本計画の体系 第六次総合計画 前期基本計画の体系（案）

• 各課の所管において分野ごとの個別計画が多く作成されているため、より具体的な事業展開については個別計画に即することとし、
基本計画では、具体的な記載を省略し、将来像に向かって取り組む主要な施策の方向性を定める。

個別
計画

個別
計画

２．基本計画の体系に関する変更
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主要施策

⑴優良な農地の確保

⑵就農者の確保

⑷環境にやさしい農産物のブランド化

⑸森林の活用と保全の推進

⑶安定的な農業経営の実現分野

• 第五次総合計画からの修正箇所（黄色部分）を表すと以下のとおり。※主要施策名は例として事務局で仮に入力

３．課題①への対応イメージ

分野の施策方針

■施策の成果指標 基準値(〇年度) 目標値(令和5年度)

■主な事務事業 ～～事業 ／ ～～事業

• ～～

• ～～

■施策の成果指標 基準値(〇年度) 目標値(令和5年度)

■主な事務事業 ～～事業 ／ ～～事業

• ～～

• ～～

■施策の成果指標 基準値(〇年度) 目標値(令和5年度)

■主な事務事業 ～～事業 ／ ～～事業

• ～～

• ～～

■施策の成果指標 基準値(〇年度) 目標値(令和5年度)

■主な事務事業 ～～事業 ／ ～～事業

• ～～

• ～～

• ～～

• ～～

■施策の成果指標 基準値(〇年度) 目標値(令和5年度)

■主な事務事業 ～～事業 ／ ～～事業

• ～～

• ～～

分野の成果指標 基準値(〇年度) 目標値(令和5年度)
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【背景】
• 五次総策定時、この項目を導入したのは、市全体で同じ方向に進んでいることを各課に意識付けしてもらう意味合いが強かった

• 他市町村計画で同様の項目を設けているものは確認できず

⇒ 今回も必ずしも設定すべき項目ではない

３．課題②への対応

現行 変更後
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【対応方針】
• 「分野共通して取り組む内容」は削除とする

• 替わりに「ＳＤＧｓへの取り組み」を設け、基本計画に記載する取り組みがＳＤＧｓの達成に貢献するものであることを表す

ＳＤＧｓへの取り組み

◀分野内の施策に関連
するＳＤＧｓのアイ
コンを掲載する。


